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◆２４年度実施内容

サービスを必要とする方の申請に基づき、認定調査の結果や医師意見書等を参考に障害

程度区分の認定を行った。

・審査会の準備（連絡、通知）を行った。

・審査会に事務局として参加した。

◆２４年度直接経費の内訳

　障害者自立支援審査会委員報酬（2,380千円）

　食料費（10千円）

※H24は認定有効期間3年の更新者が多いため、月1回の審査会を月2回行った。

 　H25の審査会は月1回。

※障害者自立支援法は、平成２５年４月より障害者総合支援法に変更。
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※障害者自立支援法は、平成２５年４月より障害者総合支援法に変更。

◆２５年度直接経費の内訳

　障害者自立支援審査会委員報酬（1,560千円）

　障害者自立支援審査会委員謝礼（54千円）

　費用弁償（11千円）

　食料費（11千円）
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障害程度区分判定を適正に実施する必要がある。
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一次評価のとおり。
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障害者自立支援法に基づく審査会であり、障害程度区分判定が実施できなくなる。
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引き続き、審査会の円滑な運営を行い、障害程度区分判定を適正に実施する。

２６年度以降

の改善案

今後も審査会の円滑な運営を行う。
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障がい福祉サービスの支給決定等の際に必要な判定であり、適正に実施できている

ことから、現状維持と判断した。
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事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）

２５年度における
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直し内容（新規追
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